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コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）とは？ 

 

コミュニティソーシャルワーカー（以下ＣＳＷ）は、概ね中学校区ごとに配置されてい

ます。高齢者・障がい者・子どもなどの属性や分野にとらわれない地域の身近な相談窓口

として、地域のなかの悩みごとや困りごとをキャッチして、関係機関や専門機関と連携し

ながら一緒に解決に向けて取り組みます。 

 

●ＣＳＷの役割● 

既存の制度やサービスへのつなぎ・調整（手続きの支援を含む） 

制度の狭間にある要援護者への相談対応・支援 

地域における支援のネットワークづくり 

●具体的な相談内容例● 

 福祉サービスを利用したい      生活するお金に困っている 

 子育てに不安がある         家族がひきこもっている 

 虐待かも？             ご近所に気になる人がいる 

 どこに相談したらよいかわからない  なかなか仕事がみつからない 

 人間関係がうまくいかない 

 

 

泉佐野市 CSWの配置一覧 

CSWの調整役 泉佐野市社会福祉協議会 TEL:469-2155 FAX:462-5400 

 

中学校区 法人・施設名 電話 FAX 担当者 

佐野中 
(社福)泉ヶ丘福祉会 

泉ヶ丘園 
458-2100 458-0500 

高井 

須藤 

第三中 
(社福)水平会 

ホライズン 

460-2020 

080-6192-4342 
460-2670 内野 

新池中 
(社福)泉佐野市社会福祉協議会 

泉佐野市社協 
469-2155 462-5400 皆見 

日根野中 

長南中 

(社福)常茂恵会 

ラポート 
490-2030 490-2033 竹田 

【第２次泉佐野市地域福祉計画・地域福祉活動計画（H27 年度～H32 年度）より】 

ＣＳＷを中心とした相談支援体制の確立 

社会情勢の変化から、地域で孤立した支援の必要な人が増加し、福祉課題が複雑、多様

化していく中でＣＳＷは非常に重要な存在となっています。 

ＣＳＷの適切な配置と機能の再構築によりコミュニティソーシャルワーク事業の強化を

行い、相談支援体制の確立を推進します。 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

件数 延べ件数

１人暮らし 49 1058

高齢者世帯 16 106

身体障がい 6 58

知的障がい 17 880

精神障がい 50 3274

17 257

9 177

3 326

1 3

0 0

外国人（中国帰国者を含む） 1 3

その他高齢者 17 367

低収入（無職含む） 28 620

引きこもり 6 28

疾病疑い(未受診） 24 737

ＤＶ加害者、虐待 5 42

その他 10 197

259 8133合　　計

平成28年度　泉佐野市ＣＳＷ相談実績集計表

（１）対象者別

相談対象者

高齢者

障がい者

子育て中の親子

一人親家庭の親子

青少年

ＤＶ被害者

ホームレス

その他

平成29年度 泉佐野市CSW相談対応実績

個別ケースの相談件数は、実件数

が259件、延べ件数で8133件とな

り、増加傾向が続いています。平成

29年度は子どもがいる世帯や生活に

困窮している世帯に関する相談件数が

増加しました。

対象別の内訳としては、高齢者や障

がい者のほか、引きこもりの状態にあ

る人、心身に不調があるが医療機関に

つながっていない人、ＤＶや虐待の虐

待者等、既存の制度や施策・サービス

の対象になりにくい、いわゆる『制度

の狭間』といわれる相談も多くみられ

ます。

また、同一世帯のなかで、複数の

人が生活に何らかの困難を抱えている

場合もあり、福祉以外の分野の関係機

関と連携しながら支援を行なうことも

あります。

1人

暮ら
し高

齢者

高齢

者世

帯

身体

障が

い者

知的

障が

い者

精神

障が

い者

子育

て中
の親

子

一人

親家
庭の

親子

青少

年

ＤＶ被

害者

ホー

ムレ

ス

外国

人

（中

国帰

国者

を含

む）

その

他高

齢者

低収

入
（無

職含

む）

引き

こもり

疾病

疑い
(未受

診）

ＤＶ加

害
者、

虐待

その

他

H27年度 509 46 104 996 1005 10 64 15 49 13 0 172 322 71 258 106 77

H28年度 668 89 139 586 2522 158 22 7 11 45 0 244 866 24 492 37 394

H29年度 1058 106 58 880 3004 257 177 326 3 0 3 367 620 28 737 42 197
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対象者別延べ対応件数の推移



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）対象者の年齢区分

人数 割合 割合

12 4.6% 20歳代未満 4.6%

51 19.7% 20～30歳代 19.7%

81 31.3% 40～50歳代 31.3%

90 34.7% 60～70歳代 34.7%

21 8.1% 80歳以上 8.1%

4 1.5% 不明 1.5%

（3）内容別

件数 延べ件数 相談内容述べ件数

343 1856 福祉制度・サービス1856

536 2501 生活に関する身近な相談2501

391 1853 健康・医療 1853

236 1956 生活費 1956

147 773 就労 773

12 58 財産管理・権利擁護58

27 77 多重債務 77

8 29 ＤＶ・虐待 29

58 238 地域福祉・ボランティア238

79 689 住宅 689

64 386 子育て・子どもの教育386

その他 近隣トラブル（人間関係） 61 295 近隣トラブル（人間関係）295

家族関係 106 405 家族関係 405

その他 21 111 その他 111

2089 11227

不明

40～50歳代

60～70歳代

80歳以上

年齢区分 年齢区分

20歳代未満

20～30歳代

合　　計

子育て・子どもの教育に関する相談

相談内容

福祉制度・サービスに関する相談

生活に関する身近な相談

健康・医療に関する相談

生活費に関する相談

就労に関する相談

財産管理・権利擁護に関する相談

多重債務に関する相談

ＤＶ・虐待に関する相談

地域福祉・ボランティアに関する相談

住宅に関する相談

20歳代未満
4.6%

20～30歳

代

19.7%

40～50歳代
31.3%

60～70歳

代
34.7%

80歳以上
8.1%

不明

1.5%

対象者の年齢区分別割合

相談の内容別については、制度や

サービス、医療、生活費等の相談と

比較して、生活に関する身近な相

談」が一番多くなっています。『ど

こに相談したらいいかわからない』、

『他に相談したが聴いてもらえな

かった』、『精神障がいのため生活

のあらゆる場面で誰かに確認しない

と不安』といった多岐にわたる相談

に対応していることが表れています。

また、家族関係、就労に関する相

談等うまく人間関係を築くことがで

きず家族や地域、会社等で孤立して

しまったことが課題となっている事

例も多くみられます。

福祉制

度・
サービ

スに関

する相
談

生活に

関する

身近な

相談

健康・

医療に

関する

相談

生活費

に関す
る相談

就労に

関する
相談

財産管

理・権
利擁護

に関す

る相談

多重債

務に関

する相

談

ＤＶ・虐

待に関

する相

談

地域福

祉・ボラ
ンティア

活動に

関する
相談

住宅に

関する
相談

子育て・

子ども
の教育

に関す

る相談

近隣ト

ラブル

（人間

関係）

家族関

係
その他

H27年度 624 1041 767 654 360 21 46 88 81 217 30 286 363 45

H28年度 908 1980 1115 1291 552 72 136 49 90 325 96 445 447 19

H29年度 1856 2501 1853 1956 773 58 77 29 238 689 386 295 405 111

-100

100

300

500

700

900

1100

1300

1500

1700

1900

2100

2300

2500

相談内容別延べ対応件数の推移
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（4）相談経路による分類（初回）

件数 相談者 件数

40 本人 40

19 親族 19

5 近隣の方・知人 5

市役所（保健センター含む 47 市役所（保健センター含む47

社協（包括・基幹含む） 61 社協（包括・基幹含む）61

その他（保健所　等） 4 その他（保健所　等） 4

16 民生委員児童委員 16

9 地区福祉委員会関係者9

23 福祉施設/介護事業所23

14 学校関係者 14

2 医療機関 2

0 当事者団体の人 0

17 ＣＳＷ間の引継ぎ 17

2 その他 2

259

ＣＳＷ間の引継ぎ

その他

相談者

本人

親族

近隣の方・知人

公的機関

民生委員児童委員

地区福祉委員会関係者

福祉施設/介護事業所

学校関係者

医療機関

当事者団体の人

合　　計

平成29年度はご本人からの相談が増加しま

した。一度ＣＳＷの支援が終了した人が、また

別の課題にぶつかって直接ＣＳＷへ相談がはい

ることがあったり、ＣＳＷのＰＲがすすんだこ
とが考えられます。直接ご本人や親族からの相

談以外に、他の相談窓口から相談があり連携し

て対応する事例も多くあります。

各窓口で支援している対象者１人ではなく、

その対象者が含まれる世帯全体に支援が必要な
事例もみられます。また、ＣＳＷが地域に出向

いた時に、民生委員児童委員や地区福祉委員会

の人から相談いただいたり、支援が必要な状態

にもかかわらず、自らＳＯＳを出すことが困難

な人については、各種相談窓口や地域の方々か
らの「あの人のことが心配」という情報で支援

を開始することもあります。

相談内容を整理し、関係機関と情報を共有す

るケース検討会議（平成29年度89回実施）を

開催し、ご本人や関係機関と一緒に課題解決に
向けて支援を行なっています。

0

10

20

30

40

50

60

70

相談経路別相談件数（初回相談）
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平成 29年度泉佐野市ＣＳＷ推進事業関連会議 開催・参加状況 

 

★開催会議・☆参画した会議 

 

★ＣＳＷ管理者・担当者合同連絡会議（１回） 

 【目  的】事業の実施状況の共有と連携体制強化 

 【参加機関】泉佐野市（障害福祉総務課）、受託法人 ＣＳＷ管理者・担当者 

        

★ＣＳＷ・ＣｏＷ合同会議（１回） 

【目  的】ＣｏＷとの連携強化 

【主な内容】地域の暮らしを話す会の開催、運営について 等 

【参加機関】ＣＳＷ担当者、泉佐野市（障害福祉総務課）、泉佐野市社協地区担当者 

         

★泉州ブロックＣＳＷ連絡会議（年３回程度） 

 【目  的】圏域内のＣＳＷの連携強化及びスキルアップ 

 【主な内容】研修会、情報交換会 

 

★泉佐野市ＣＳＷ連絡会議（13回） 

  【目  的】事業の実施状況の把握（レビュー会議含む）、ＣＳＷ同士の連携強化、情

報共有 

  【参加機関】ＣＳＷ担当者、泉佐野市（障害福祉総務課） 

 

 ☆地域の暮らしを話す会（住民懇談会）への参画 

  各地区（おおむね小学校区）に担当地区のＣＳＷが参加 

 

 ☆地区福祉委員会主催の会議・サロン等への参加 

（地区福祉委員会総会・推進委員会・子育てサロン・ふれあいいきいきサロン等への参

加、打ち合わせ等） 
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☆地域住民等を対象とする研修会の開催・参加 

  （地域の絆づくり登録制度ワークショップ・小学校における福祉教育・福祉委員会研修会） 

 

☆その他参画会議 

泉佐野市・田尻町自立支援協議会、泉佐野市高齢者虐待早期発見・見守りネットワー

ク会議、泉佐野市田尻町多職種連携会議（愛たいネット）、地域の絆づくり登録制度担当

者会議、泉佐野市相談事業連絡会 等 

 

★☆要援護者に対する見守り・相談・つなぎのセーフティネット体制づくり 

  個別支援ケース検討会の開催・参加       89回 
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平成 29年度 

ＣＳＷ活動事例集 

 
 

事例① 家族間でのトラブルがもとで 

引越しを支援したケース 

 

事例② 妻の入院により生活が困窮した親子が 

    地域で見守られるようになった事例 

 

事例③ 孤独、経済困窮の方が療育手帳取得、支援機関 

    に繋がったことによって、今までとは違った人 

    間関係が構築された事例 

 

事例④ 孤独・孤立の状態から、制度による安定が安心 

    に繋がり社会参加できたケース 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1547887008/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2tpZHMud2FucHVnLmNvbS90b3BfcGVyc29uLmh0bWw-/RS=^ADBH8JRiWvA0DXTKkaMzDydHaER18A-;_ylt=A2RivbIgkEFcmwUA6RiU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
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事例紹介 
 

 

タイトル 

 

 

 

 

事例の概要 

 

 

 

 

 

 

 

支援前                     支援後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本人 

病院 友人

知人 

本人 

病院 

友人

知人 

家族間でのトラブルがもとで引っ越しを支援したケース 

元々は同居していた家族が、トラブルがありＡさんが家を出る事になる。 

新しく住む家や生活に関するサポートは確立されているが、元の家に残してある家財道具を搬出・

搬入する事ができないでいる。 

Ａさん一人では解決する事が難しく、サポートしている基幹相談支援センターからＣＳＷに相談が

あった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基幹 家族 

Ａさん 

基幹 家族 

ＣＳＷ 

Ａさん 

病院 
知人 

友人 

病院 知人 

友人 
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支援の経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＣＳＷの思い・支援のポイント 

 

 

 

 

 

 

スーパーバイザーからのコメント 

 

 

 

 

○月×日 

 

＋１日 

 

 

＋１０日 

 

 

＋１１日 

 

 

 

＋１８日 

 

 

＋２５日 

基幹相談支援センターから相談が入り、その日のうちにＡさんからも相談の

電話連絡が入る。 

自宅を訪問。 

家族間でトラブルになった経緯やこれからの生活について話を伺う。 

元の家に家財道具が置いたままになっている事が気になる様子。 

関係機関や病院と情報共有の為、ケース会議を開催する。 

家財道具の搬出・搬入に関しては、Ａさんと家族の間にＣＳＷが入り調整し

ていく事となる。 

家族に連絡。 

家族も家財道具の処分に困っていた。ＣＳＷが関わってくれるなら協力して

下さるとの事。ただし、Ａさんには会いたくないと言われる。 

Ａさんと搬出・搬入するための業者選びをおこなう。 

実施日の朝にＡさんから連絡が入り、天気の事や自身の体調が優れない事

で、日程の変更を希望される。家族や業者に連絡を取り、急な変更の対応を

おこなう。 

Ａさんと家族が顔を合わさない様に、タイミングを計りながらの作業とな

り、予定よりも時間がかかってしまったが、Ａさんと業者、ＣＳＷが協力し

家財道具の搬出・搬入は終了する。 

 

Ａさん、家族ともに精神面での弱さがあり、支援後も些細な事ですぐに電話

がかかってくる状態です。その度に調整する事が起こり、上記の支援経過で

は表現が全てできていません。ただ、一番気がかりであった事案が収束した

ことで、Ａさんの今後の生活は関係機関が中心となって対応し、家族との関

わりなどで困り事が発生した時に、ＣＳＷも対応していく事となりました。 

 

家族間のトラブルは、些細な事でお互いが引けなくなり、こじれてしまうケースが多いように思

います。支援にあたる時は、双方の話しを聞き、ＣＳＷが緩衝材となる事が大切だと思います。 

今回の事例においても話しを伺っていると、お互いがそれぞれを気にかけておられる発言があり

ました。すぐには難しいですが、関係を修復するための一助になれればと思います。 

Ａさんだけでなく、家族からもしっかりと話を聞き、ていねいに関わることで信頼関係も生まれ

今回の調整が可能になったと思います。引越しが完了したから支援終了ではなく、長い目で見て親

子の関係修復をはじめ、精神的に不安定なＡさんに対して継続的なフォローが必要な事例です。 
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事例紹介 
 

 

タイトル 

 

 

 

 

事例の概要 

 

 

 

 

 

 

 

支援前                     支援後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

妻の入院により生活が困窮した親子が地域で見守られるようになった事例 

もともと親子３人暮らしだったが、Ｂさんの妻が倒れて意識不明の状態になる。妻の医療費がか

さみ生活が困窮。Ｂさんの子ども（Ｃちゃん）の学校への支払いが滞るようになり、家も散らかっ

た状態とのことで学校からＣＳＷに相談が入る。 

その後生活費で足りない部分を、生活保護を受給することで生活は安定したが、Ｂさんが昼と夜

のダブルワークの為、Ｃちゃんが昼夜ともに一人になる時間が多かった。親族も疎遠で、頼るとこ

ろもない状況。 

 
ＣＳＷ 

民生委員 

主任児童委員 

学校 

福祉委員会 

協力員 

行政 

ボランティア 

Ｂさん 

Ｃちゃん

ｂｎ 

Ｂさん 

Ｃちゃん 

学校 
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支援の経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＣＳＷの思い・支援のポイント 

 

 

 

 

 

スーパーバイザーからのコメント  

 

 

 

○月△日 

 

 

＋１０日 

 

 

＋１１日 

 

＋１４日 

 

 

＋１５日 

 

 

 

＋１６日 

＋３１日 

 

＋４５日～ 

 

 

 

＋１６６日

～ 

学校からＢさん親子の相談あり。学校への支払いが滞納しており、家も散らかった状

態とのこと。学校側からＢさんにＣＳＷを紹介して相談するように伝えていただく。 

Ｂさんと子どものＣちゃんと面談。３か月前にＢさんの妻が倒れ、意識不明の状態。

妻の医療費の負担が大きく、Ｂさんの給料だけでは生活が回らず、家賃や学校への支

払い等が滞納しているとのこと。Ｂさんは昼夜働いているが、その賃金では最低限の

支出もままならない状況。親戚づきあいも希薄で、頼れる人は誰もいないとのこと。 

Ｂさんと、市役所で生活保護の申請をおこなう。仕事は継続しながら、足りない部分

を生活保護で補うことになる。申請書類準備のフォローを行う。 

Ｂさんは昼夜働いているので、Ｃちゃんが一人になる時間が多いことから、地域のボ

ランティアと顔見知りになり、何か困った時に相談出来るようにしておかないかと提

案する。 

地域の主任児童委員、民生委員、福祉委員会の協力員と一緒に、自宅へ訪問し、Ｂさ

ん、Ｃちゃん共に顔つなぎを行う。その後、Ｃちゃんに各ボランティアの自宅を教え

てもらい、何か困ったことがあれば、いつでも相談に来るようにとＣちゃんに声をか

けてもらう。 

その後、Ｃちゃんの通学時、各ボランティアが声をかけてくれるようになる。 

ボランティアに最近のＣちゃんの様子を聞くと、挨拶するくらいで、気軽に話せる関

係になれないと言われる。一度ゆっくり交流する機会を設けないかと提案する。 

Ｂさん、Ｃちゃんとボランティアが一緒に地域の食堂で食事をすることになり、ＣＳ

Ｗも同席する。そこでボランティアと親子が交流できる。その後もボランティアよ

り、立ち番にて子どもに声掛けを続け、何か変化や困ったことがあればＣＳＷにも連

絡を入れていただく体制で継続していく。 

妻が他界。遺族年金受給開始により、生活保護受給が終了となる。 

ＢさんはＣちゃんの為にも、日中だけの仕事に変わりたいという意向があり、仕事探

しのフォローを継続している。 

  

Ｃちゃんは自宅で一人過ごす時間が多く、何か困った時や心細い時に、近所に相談できる大人が

いれば安心だと考え、地域の見守りをしているボランティアと顔つなぎをする。また、Ｃちゃんが

困った時にボランティアに気軽に相談できる関係を自然に作れる方法はないか考えて、ボランティ

アにアプローチをおこなった。 

親戚や近隣との関係が希薄な世帯に対し、ご本人たちの気持ちに寄り添いながら困っている時に

ＳＯＳが出せるように支援をすすめており、地域のなかで孤立するリスクが高い状態から、地域の

方々に見守られながら生活できるようになった好事例です。 「助けられ上手」も地域にとっては

必要な存在だと意識しながら支援ができるといいですね。 
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事例紹介 
 

 

タイトル 

 

 

 

 

事例の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援前                     支援後 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

へ   

 

 

  

 

 

 

孤独、経済困窮の方が療育手帳取得、支援機関に繋がったことによって、今までと違

った人間関係が構築された事例 

５０代の一人暮らし男性。２０代の時に母が他界、３０代の時に父が他界し、姉とも疎遠になっ

ている。 

子どもの頃から友達が出来ず、中学校卒業後は働いているが、長続きせずに職を転々としていた。 

生活も苦しく、住むところも転々とされその日暮らしの生活を送る。 

数年前、体調を崩して仕事が出来なくなり生活保護受給となる。 

その後も仕事復帰しては、体調不良により生活保護受給を繰り返されており、５０代後半になって

から体調不良の頻度も高くなってきている。 

また、毎月家計の収支計画を立てているが、計画どおりにお金が管理できずに、債務、滞納が減ら

ない状況が続いている。 

ご自身のこだわりも強く、周囲とのトラブルも多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄさん 

相談支援専門員 

 

市役所 

生活福祉課 

 

病院(精神科) 

 

社会貢献事業 

 

ＣＳＷ

［ 

地域活動支援センター 

 

市役所 

生活福祉課 

 

Ｄさん 
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支援の経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

ＣＳＷの思い・支援のポイント 

 

 

 

 

スーパーバイザーからのコメント 

 

 

○月○日 

＋１０日 

＋３０日   

 

 

＋３７日 

 

＋３８日 

 

＋４２日  

 

 

＋９９日 

 

 

＋１３２日  

 

＋１６６日 

＋１８７日 

＋１８８日 

 

＋２１３日 

＋２４５日 

 

 

 

前任とケース会議をおこなう。 

体調があまり良くないと相談を受け、病院受診に同行する。 

お金が無く病院代の支払いが出来ていないことがわかる。市役所生活福祉課

に相談すると、現在生活保護停止中とのこと。保護を申請後、社貢献事業の

調整をし、食料支援をおこなう。 

生活福祉課から連絡が入り、生活保護受給が決定となる。 

休養中、職場の有給制度をＤさんに尋ねるも、理解していない様子だった。 

仕事や生活状況を見て、Ｄさんの生活しづらい部分が、精神的な部分に問題

があると感じ精神科の受診を促す。 

仕事の雇用契約更新の為、面談に同行訪問。以前職場より有給について説明

してくれていたが、Ｄさんが理解出来ていないことが分かる。 

有給制度利用により、一時的にお金が入り生活保護が一旦打ち切りとなる。 

市役所障害福祉総務課に相談のうえ、療育手帳の取得の申請をおこなう。 

障がい者自立相談支援センターから連絡が入り、泉佐野市役所で検査をおこ

なう予定となる。 

体調不良、仕事のイライラ、不安などから、Ｄさん自身の申し出による検査

日の変更が何度もあり。 

生活保護費の返還が一旦完了する。（ＣＳＷが分納のフォローをおこなう。） 

療育検査に立ち会う。 

障がいの程度がＢ１と判定される。体調不良が続いている為、家事支援サー

ビスの紹介もおこなう。 

相談支援専門員の面談に立ち会う。 

Ｄさんにとって居場所や、人づきあいが出来るように地域活動支援センター

の見学の同行。Ｄさんもすぐに気に入って利用開始となる。 

その後地域活動支援センターに馴染んで、Ｄさんにとってはなくてはならな

い居場所になっている。 

 

ＣＳＷが関わる以前は、自分なりにその日暮らしの生活をおくってこられたため、友人等人間関係

もその時々の飲み友達ばかりで、飲みに行くお金が無くなると関係も切れてしまうような状態でし

た。ＣＳＷが関わることをきっかけに、様々な機関とのつながりが出来て安定した人間関係や居場

所ができた好例です。 

これまで自分なりに生活を送ってこられていたため、支援する過程ではＤさんのプライドを傷つけ

ないように気をつけました。支援により少しずつ生活しやすくなるにつれて信頼関係が芽生えてき

ました。まだ若く先の人生も長いので、安定した人間関係が続くことを望んでいます。 
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事例紹介 
 

 

タイトル 

 

 

 

 

事例の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援前                     支援後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

孤立・孤独の状態から、制度による安定が安心に繋がり社会参加できたケース 

・Ｅさんは４０代男性。 

・小学校から引きこもりで、成人した今も人の目が気になり自動車以外での外出は出来ない。 

・就労意欲はあるが、仕事の内容や就労時間及び対人関係に課題があるため就職へは結びつかない。 

・同居の母親が亡くなり、収入源であった弟も家を出てしまった為、現在独り暮らし。 

・母親が存命中に蓄えていた預貯金が僅かに残っているが、１年ももたない金額である。 

・就職が決まるまでの期間だけでも生活保護を受けるよう勧めるが、自動車を手放せないことを理

由に拒否される。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療機関 相談支援専門員 

 

就労Ｂ型 

社会参加ステップ

事業 

 

訪問看護 

ＣＳＷ 

Ｅさん 
Ｅさん 
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支援の経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＣＳＷの思い・支援のポイント 

 

 

 

 

 

スーパーバイザーからのコメント 

 

 

 

 

 

○月○日 

＋９５日 

 

＋９６日 

＋１２４日 

 

＋１３７日 

 

＋１４０日 

＋１７５日 

 

＋１８５日 

 

＋１８９日 

＋２２９日 

＋２５４日 

＋２７７日 

＋３０７日 

＋３５８日 

＋３７６日 

Ｅさんの依頼により、亡母の葬儀費用分割の件で、葬儀会社との話し合いに同席。 

今後のことについてＥさんと話し合う。（制度に支えられて生きて行く方法があるこ

とを説明する。） 

精神科の相談員（ＰＳＷ）に相談。 

精神科受診に同行。自立支援医療申請手続きを支援する。（しばらくは 1回／週のペ

ースで通院するように言われる） 

Ｅさんに就労意欲が出てきたので、社協の社会参加ステップ事業※₁を紹介したとこ

ろ参加してみたいと希望される。 

社会参加ステップ事業を体験。 

市役所(障害福祉総務課)へ療育手帳及び障害福祉サービス利用申請に同行する。 

今後のサービス利用にむけて相談支援専門員につなぐ。 

社会参加ステップ事業の体験で自信がついたようなので、障がい※₂者就労支援Ａ

型・Ｂ型・移行等の作業所見学を勧めたところ同意されたので見学に同行する。 

就労継続支援Ｂ型の体験利用を経て利用契約となる。 

判定の為、障がい者自立相談支援センターへ同行。（後に療育手帳Ｂ２取得） 

訪問看護サービス利用開始。 

相談支援専門員の支援により、障害年金申請。 

療育手帳Ｂ２取得。自動車税の減免手続きの為、府税事務所へ同行。 

障害基礎年金２級の支給が決定。 

障害年金受給。 

※₁ 次ページミニコラム参照 

※₂「障がい」と「障害」の表記について、大阪府にならって基本は「障がい」と表

記し、法令・泉佐野市の関連用語については「障害」としています。 

 

 

医療機関に繋いだ際に、主治医より『とにかく時間をかけて焦らずにゆっくりとＥさんの意向に

添った支援をするように』アドバイスをうけ支援を心がけました。Ｅさんは引きこもりで人との関

わり合いが無い状況の中で、初めて自分のことを相談してくれました。Ｅさんと一緒に考える姿勢

で支援し、Ｅさんも共に実践してくれました。 

 

制度につながるまで、細かい申請もていねいにフォローすることでＣＳＷと信頼関係が生まれて

います。またこれまでの生活歴を踏まえて、社会参加ステップ事業等を利用し、段階を踏みながら

支援することにより働くことへつながった好例です。 
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ミニコラム 

社協社会参加ステップ事業は、泉佐野市内のＣＳＷがこれまでの支援

活動でひとりひとりに寄り添うなかで、求められるのがどういう「場」

なのかを検討を重ねた結果、社会福祉協議会において事業化され、平成

29年 9月からスタートしました。 

 障がいや疾病その他の理由により社会参加の機会が少ない人を対象

に、孤立を解消し、作業や交流を通じて生活のリズムを整え、就労や定

期的なサービス利用等、社会参加のきっかけとなるような通える場「居

場所」を提供することを目的に実施しています。 

 必要最小限の買い物以外は外出せず、１日のほとんどを自宅で過ごし

ている人にとって、自宅から出る一歩（ステップ）になるような場を目

指しています。また、次の一歩につながるように自信をつけていただく

機会となるように工夫をしています。 

 

 

 

ひとりひとりのリズムにあわせて 

 初回に登録を行っていただいた後は、担当のＣＳＷと相談しながら来

所のペースや時間、内職作業を行うかどうか等をご本人との相談で決め

ていきます。 

 慣れてきたら来所の間隔を短くしたり、滞在時間を長くする等柔軟に

チャレンジができます。 

 内職作業は市内の事業者の協力により、少しずつできる袋詰め作業

や、パンフレットの価格の書き込み作業等の仕事をいただいています。 

 

 

 

 

泉佐野市社協社会参加ステップ事業とは？  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1546675307/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhc3V0b3lhLmNvbS8yMDEzLzA3L2Jsb2ctcG9zdF8zOTY0Lmh0bWw-/RS=^ADBBcJcgWLiPQeB.OMV75MBqp2vrUA-;_ylt=A2RimWDqEi9cRgQAJQKU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
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用語解説 
 

 

 

番号 用 語 説  明 

1 

社会貢献事業 生活困難をきたし支援が必要な方々に対し
て、市内で事業を実施している福祉施設の相談
員と大阪府社協の「社会貢献支援員」が訪問し
て状況を把握し、問題解決に向けてともに方策
を模索し、救済を図る総合生活相談（「生活レ
スキュー」）の取り組みです。 
急迫した状況には、大阪府内の社会福祉法人

が拠出した「社会貢献基金」を活用し、迅速な
金銭的援助（現物給付）により問題解決を図り
ます。 

２ 

基幹相談支援センター  障害者自立支援法に基づいて設置されている

障がい者を対象にした総合相談窓口。泉佐野市

より委託を受けた泉佐野市社会福祉協議会が運

営しています。 

３ 

相談支援専門員 障がいのある人が自立した日常生活、社会生

活を営むことができるように、障がいサービス

の利用計画の作成や地域生活の移行・定着に向

けた支援などの全般的な相談支援を行います。 

４ 

地域活動支援センター 地域で生活している障がいのある方が、創造

的な活動や生産活動、社会との交流などを行う

場です。 

５ 

障がい者自立相談支援セ

ンター 

大阪府内（大阪市・堺市を除く）にお住まい

の１８歳以上の身体障がい・知的障がいのある

方への相談・援助について、技術的な援助や助

言情報提供などを行っています。  

また、地域生活の支援と、地域での相談支援

に携わる方の人材育成に関する研修、および 

身体障がい者手帳・療育手帳の発行事務を行っ

ています。 

６ 

療育手帳 知的障がいのある人への一貫した相談・支援

を行うとともに、様々なサービスを受けやすく

するため、昭和４８年に定められた制度です。  

この手帳は知的障がいと判定された人に対し

て都道府県知事が交付します。手帳には障がい

の程度が記載されます。大阪府では重度、中度

軽度に区分しており、それぞれ「Ａ」（重度） 
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「Ｂ１」（中度）、「Ｂ２」（軽度）と表記してい

ます。 

７ 

自立支援医療制度 心身の障がいを除去・軽減するための医療に

ついて、医療費の自己負担額を軽減する公費負

担医療制度です。 

８ 

障がい者就労継続支援 

 

一般企業等への就職が困難な人に、働く場を

提供するとともに、知識及び能力の向上のため

に必要な訓練を行います。雇用契約を結ぶＡ型

と雇用契約を結ばないＢ型があります。 

９ 

地区福祉委員会 おおむね小学校区を範囲にして地域の見守り

活動や町会館を利用してふれあいいきいきサロ

ン、子育てサロン等の交流活動や世代間交流活

動を行っている団体です。町会、民生委員、長

生会、保護司会、更生保護女性会、ボランティ

ア（協力員）等で構成されています。 

１０ 

民生委員(民生委員児童委

員) 

主任児童委員 

民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、そ

れぞれの地域において、常に住民の立場に立っ

て相談に応じ、必要な援助を行い、「児童委

員」を兼ねています。           

 児童委員は、地域の子どもたちが元気に安心

して暮らせるように、子どもたちを見守り、子

育ての相談・支援等を行います。また、一部の

児童委員は児童に関することを専門的に担当す

る「主任児童委員」の指名を受けています。 

１１ 

サロン 福祉委員会等が主催で、町会館等を利用して

身近な地域での仲間づくり、孤立の防止を目的

に実施している交流会。 

 高齢者を対象にしたふれあいいきいきサロ

ン、子育て中の親子を対象とした子育てサロン

対象者を限定しない共生型サロン等がありま

す。 

１２ 

スーパーバイズ  スーパーバイザー（指導をする者）とスーパ

ーバイジー（指導を受ける者）との関係でおこ

なわれる対人援助の専門職の養成の過程です。 

 専門職としての資質の向上を目的としていま

す。 

１３ 
ワークショップ  参加体験型グループ学習を意味します。まち

づくりの場面では、参加者自らが積極的な意見
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交換や協働体験を通じて、問題解決や合意形成

をしていく場として活用されています。 

１４ 

レビュー会議 定期的にＣＳＷが継続支援をしているケース

について、状況をＣＳＷ全員で共有し、支援の

抜けもれ防止や支援方針の確認を目的に開催す

る会議です。 

１５ 

地域の絆づくり登録制度 泉佐野市災害時避難行動要支援者支援プラン

に基づき、登録した要支援者の名簿を平時から

地域の協力団体（自主防災組織等）と共有し、

いざというときに助け合える日常のつながりづ

くりに取り組む制度です。 

１６ 

社協社会参加ステップ 

事業 

 障がいや疾病、その他の理由により社会参加

の機会が少ない人を対象に、孤立を解消し、作

業や交流を通じて生活のリズムを整え、就労や

定期的なサービスを利用等、社会参加のきっか

けとなるような通える場「居場所」を提供する

ことを目的に実施しています。 
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コミュニティソーシャルワーカー（CSW）の配置一覧 

中学校区 法人・施設名 電話番号 担当者名 

佐野中学校区 

第三中学校区 

新池中学校区 

社会福祉法人 泉ヶ丘福祉会 

泉ヶ丘園 

日根野中学校区 

長南中学校区 

社会福祉法人 水平会 

ホライズン 

458-2100 

社会福祉法人 
泉佐野市社会福祉協議会 

泉佐野市社協 

社会福祉法人 常茂恵会 

ラポート 

高井
た か い

 

須藤
す ど う

 

460-2020 

080-6192-4342 

469-2155 

458-0500 

490-2030 

内野
う ち の

 

490-2033 竹田
た け だ

 

皆見
み な み

 462-5400 

460-2670 

ＦＡＸ 

 

●事業についての問い合わせ先 

泉佐野市障害福祉総務課  TEL:４６３－１２１２・FAX:４６３－８６００ 

●ＣＳＷの調整役 

泉佐野市社会福祉協議会  TEL:４６９－２１５５・FAX:４６２－５４００ 

 

相談受付時間 ９:00～17:00（土日祝以外） 

 


